
女性に対する暴力に関する専門調査会 

配偶者暴力防止法見直し検討ワーキング・グループの開催について 

（案） 

令 和 ３ 年  月  日 

女性に対する暴力に関する専門調査会 

１ 趣旨 

 「ＤＶ対策の今後の在り方」（令和３年３月女性に対する暴力に関する専門調査

会報告）において、配偶者暴力防止法における通報の対象となる暴力の形態と保護

命令の申立てが可能となる被害者の範囲の拡大について、身体的暴力以外の精神的

暴力や性的暴力も、身体的暴力と同様に扱うべき、との方向性が示されたこと等を

受け、配偶者暴力防止法の見直しに向けた法制面及び同法の運用といった実務面か

ら検討を行うことを目的として、女性に対する暴力に関する専門調査会の下に、配

偶者暴力防止法見直し検討ワーキング・グループ（以下「ワーキング・グループ」

という。）を開催する。 

２ 構成 

ワーキング・グループは、別紙に掲げる者を持って構成する。

３ 運営 

ワーキング・グループの運営は、女性に対する暴力に関する専門調査会運営規則

（平成 13年 4月 20日女性に対する暴力に関する専門調査会決定）の規定するとこ

ろに準ずるものとし、これにより難い場合には、座長が、ワーキング・グループの

意見を聞いて、取扱いを定めるものとする。 
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